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収　　集　　地　　区収集月日収　　集　　地　　区収集月日

６条・７条の東１０丁目～東１４丁目、
８条東１０丁目～東１２丁目

５月２日�
栗沢町西本町、必成団地、すずかけ団地、
必成中央、必成東栄

４月２日�

１条～１０条の西１１丁目～西２３丁目、大和
条丁目、大和町、志文町の一部（南が丘町
内会）、上志文町、朝日町、奈良町、毛陽町

６日�
栗沢町北本町、東本町、南本町、本町、
北幸穂、南幸穂、西幸穂、幸穂町

９日�

日の出北、日の出台、日の出南(南４丁目を
除く）、日の出新光・すずかけ町会

１１日�
栗沢町由良ひばりケ丘、雇用促進住宅、
最上北栄、最上弥生ケ丘、最上１・２

７日�
北村豊里茜、赤川、栄町４、中央１～３１４日�

８条西１丁目、９条西１・２丁目、
１０条～１３条の西１丁目～西５丁目、
７条（南側）～９条の東１丁目～東９丁目

９日�
北条丁目（西１２丁目まで）、北本町、桜木、
元町、緑町、有明町、東町の一部、
東町１条１丁目～３丁目、
東町２条１丁目～６丁目、
稔町７１番地（北栄町会）、西川町の一部

　１５日�
北村豊正、北都、豊里東、豊里西１２日�
幌向南条丁目、幌向北条丁目１３日�

栗沢町茂世丑、上幌、宮村、美流渡、万字、
岐阜、小西、由良、最上、加茂川、栗丘

１４日�
栗沢町砺波、栗部、耕成、北斗、越前１６日�

１条～７条の西１丁目～西 10 丁目、
８条西２丁目～西１０丁目、
９条西３丁目～西１０丁目

１８日� １条～３条の東１丁目～東１２丁目、
４条・５条の東１丁目～東１１丁目、
６条・７条（北側）の東１丁目～東９丁目

１６日�
栗沢町自協、必成　２３日�

栗沢町万字、美流渡吉野町、美流渡栄町、
美流渡本町、美流渡西町、上美流渡

２１日�
上幌向南条丁目、上幌向北条丁目、
上幌向町の一部

２５日�

東町１条５丁目～８丁目、岡山町の一部
東町２条７・８丁目、栄町

２３日�
北村栄町曙、大願、中小屋西、中小屋東、
赤川東

２８日�

北村美唄達布、幌達布、砂浜、２６日�鳩が丘、東山町、日の出かえで団地、
日の出千草団地、日の出南４丁目、
日の出町の一部、駒園、春日町、緑が丘、
並木町、１０条東１丁目～東７丁目、
１１条・１２条の東１丁目

　２９日�
美園条丁目、南町条丁目、ふじ町、
志文本町、志文町（南が丘町内会を除く）、
金子町の一部

２７日�

栗沢町美流渡錦町、美流渡末広町、
美流渡東栄町

２８日�
１条・２条の東１３丁目～東１７丁目、
３条東１３丁目～東１８丁目、
４条・５条の東１２丁目～東１８丁目

５月２日� 北条丁目（西１３丁目～西２０丁目）、
若松町の一部

３０日�

※農村地区は、特別じん芥収集日程表のとおり収集します。
　簡単な修理で使える、家具や自転車など（電化製品を除く）はリサイクルセンター（�２０局０５３０）に連絡を。

問合先　市環境衛生課、北村・栗沢支所市民課
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家電類　掃除機、オーブン、ステレオなど
家具類　本棚、机、いす、タンス、ベッド、カーペッ

ト、テーブル、ソファーなど
その他　自転車、ガスレンジ、なべ、スノーダンプ、

ホームタンク、物干しざお、枝木など
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　市はごみの減量と再生利用を図るため、資源化できるものと、できないものに分けて大型ごみを収

集しますので、皆さんのご協力をお願いします。
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タイヤ、バッテリー、自動車の部品、消火器、プロパン
ガスボンベ、家・物置等の解体材は収集しません。


